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【令和５年７月₁８日（火）　定例会が行われました】
　今回審議された案件は、農地法第３条が1件と旧基盤強化法第1９条が4件です。厳正なる審
議の結果、承認されました。
　農地の件でお困りのことがございましたら、いつでもご相談ください。

　今回承認された利用権等

【令和５年７月₁８日（火）　遊休農地×ヒマワリ】
　定例会後、間引きと草取りを行いましたが、今年は草の勢いがすごい！ヒマワリが一緒に引っ
こ抜けてしまいました。それに加え、この日は記録的な猛暑…。過酷な条件が整った中の作業
となりましたが、無事に終えることができました。
　大勢の皆様に見守っていただいているヒマワリですが、昨年収穫した種のその後をお伝えし
ておりませんでした。情報がまとまり次第お伝えしますので、ぜひお楽しみに！

【農業委員会の改選が行われました】
　今回、村議会の同意を得て任命された農業委員と農業委員会から委嘱された農地利用最適化
推進委員は次のとおりです。（任期：令和5年7月２0日～令和8年7月1９日３年間）

・申請等は、その月の15日まで受け付けてい
ます。

・定例会は毎月２0日前後を予定しています。
（次回は8月２5日（金）を予定）

地区 利用権等 件数
大河原 賃 借 権 1

鹿　塩
所有権移転 1
賃 借 権 2
使用貸借権 1

氏　名 期数等 備　考
森下 敏彦 4期（農業委員） 会　　長
兼岡 良和 4期（農業委員） 会長代理
清水 健治 2期（農業委員） 農政部長
松澤 徳幸 1期（農業委員） 農地部長
大橋 果林 2期（農業委員） 女性委員
河本 和朗 1期（農業委員） 中立委員
津野 和人 1期（農業委員）

氏　名 期数等
宮﨑 郁人 2期（農地利用最適化推進委員）
青木 　連 2期（農地利用最適化推進委員）

あと半月ほどで
咲き始めでしょうか？
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背丈は20～30㎝ほどになりました 作業の様子
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収穫祭「日曜朝市」開催日について

収穫祭日曜朝市を8月と９月に下記の通り開催します！

◯開催日：8月の２0日、２７日と９月の３日、10日、1７日、２４日

◯時　間：8時３0分～10時

◯場　所：塩の里直売所前朝市広場

村内の新鮮でおいしい旬な野菜が並ぶ予定です
ので是非皆様お誘い合ってお越しください！

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る

と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す

①
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
事
前

に
﹁
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の

届
出
﹂

②
伐
採
が
完
了
し
た
と
き
は
﹁
伐
採

に
係
る
森
林
の
状
況
報
告
﹂

③
造
林
が
完
了
し
た
と
き
は
﹁
伐
採

後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
報

告
﹂

を
提
出
す
る
こ
と
が
森
林
法
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
届
出
や
報
告
の
提
出
は
な
ぜ
必
要

な
の
？ 

　

市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
従
っ
た

適
切
な
施
業
を
す
る
た
め
で
す
。

①
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出

②
伐
採
に
係
る
森
林
の
状
況
報
告

③
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状

況
報
告

は
、
森
林
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造

林
が
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
適
合

し
て
適
切
に
行
わ
れ
、
健
全
で
豊
か

な
森
林
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

提
出
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

※
間
伐
す
る
場
合
に
は
「
伐
採
に
係
る

森
林
の
状
況
報
告
」
及
び
「
伐
採
後

の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
報
告
」

の
提
出
は
不
要
で
す
。

※
伐
採
後
に
森
林
以
外
に
転
用
す
る
場

合
に
は
「
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森

林
の
状
況
報
告
」
の
提
出
は
不
要
で

す
。

●
届
出
の
対
象
と
な
る
森
林
は
？

　

届
出
の
対
象
と
な
る
森
林
は
、
県

知
事
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
の
対

象
森
林
で
す
。

※
地
域
森
林
計
画
の
対
象
森
林
か
ど
う

か
は
、
農
林
振
興
係
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
1
本
で
も
、
ま
た

低
木
、
高
木
に
か
か
わ
ら
ず
届
出
が

必
要
で
す
。

●
誰
が
提
出
を
行
う
の
？

　
提
出
先
は
？

　

森
林
所
有
者
や
立
木
を
買
い
受
け

た
者
な
ど
が
、
森
林
が
所
在
す
る
市

町
村
へ
提
出
し
ま
す
。

※
立
木
を
伐
採
す
る
者
と
伐
採
後
の

造
林
を
行
う
者
が
異
な
る
場
合

は
、
連
名
で
提
出
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

◆
自
分
で
、
あ
る
い
は
請
負
に
よ
っ

て
伐
採
・
造
林
す
る
場
合

　

⇩
森
林
所
有
者

◆
伐
採
業
者
な
ど
が
森
林
所
有
者
か

ら
立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
す
る

場
合　

⇩
森
林
所
有
者
と
立
木
買

受
者（
連
名
）

●
提
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
？

①
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出

▽
伐
採
を
始
め
る
９0
日
か
ら
３0
日

前
ま
で

②
伐
採
に
係
る
森
林
の
状
況
報
告

　

▽
伐
採
を
完
了
し
た
日
か
ら
３0
日

以
内

③
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状

況
報
告
▽
造
林
を
完
了
し
た
日
か

ら
３0
日
以
内

●
提
出
し
な
い
と
ど
う
な
る
の
？

・
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出

　

▽
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

　
（
森
林
法
第
２
０
８
条
）

・
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状

況
報
告
▽
３0
万
円
以
下
の
罰
金

　
（
森
林
法
第
２
１
０
条
）

※
こ
の
ほ
か
詳
細
に
つ
い
て
は
産
業

建
設
課　

農
林
振
興
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農に関するお知らせ農に関するお知らせ

カモン！ホーサク
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マイナンバーカードを令和５年２月末までに申請された、みなさまへ！！

全国一斉『こどもの人権相談』強化週間について

※申込み期限間近になりますと、窓口等が混み合う可能性がありますので、お早目の
お申込みをお願いします。

住民税務課窓口で、マイナポイントの申込み等のお手伝いをしています。

　法務局では、8月２３日（水）から8月２９日（火）までの7日間を「全国一斉『こどもの人権110
番』強化週間」とし、「こどもの人権110番」及びSNS（LINE）による人権相談を実施します。
　強化週間では、“あなたの悩みを聞かせてね”をキャッチコピーとして、2学期が始まって間
もないこどもたちの悩みをより多く受け止めるために、平日の受付時間を延長するとともに、
土日も相談に応じます。（強化週間以外の平日も相談に応じます。）

「こどもの人権110番」0120ー007ー110
「SNS（LINE）による人権相談」

　以下の検索ＩＤ・二次元コード等から公式アカウント「SNS人権相談」を友だち追加の
上、ご相談ください。
　なお、相談内容を入力する前に「ご相談はこちら」をタップしてください。

アカウント名：「SNS人権相談」
検索ＩＤ：@snsjinkensoudan
８月₂₃日（水）～₂₅日（金）・₂₈日（月）・₂₉日（火）　午前８時₃₀分～午後７時
８月₂₆日（土）・₂₇日（日）　午前₁₀時～午後５時
※上記以外は、平日　午前８時₃₀分～午後５時₁₅分

選択した
決済サービスの利用
・チャージ金額に応じて

健康保険証としての
利用申込み

公金受取口座
の登録完了＋ ＋

＋ ＋最大

5,000円分 7,500円分 7,500円分

マイナポイントマイナポイントマイナポイントマイナポイントマイナポイントマイナポイントマイナポイントマイナポイントの
　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続き　　申込み手続きははお済みお済みお済みお済みお済みお済みお済みお済みお済みですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？ですか？

マイナポイントの
　　申込み手続きはお済みですか？

ポイントの申込み期限は

令和５年９月末です！！

友だち追加は
こちらから！
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誰
で
も
で
き
る
簡
単
な
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。
一
度
見
学
に
来
て
み
ま

せ
ん
か
？

◯
主
な
仕
事

◦
浴
衣
帯
、
羽
織
等
の
縫
製（
ミ
シ

ン
使
用
）

◦
神
社
仏
閣
授
与
品（
破
魔
矢
、
熊

手
、
御
守
り
等
）の
組
み
立
て

◦
菓
子
箱
の
組
み
立
て（
秋
葉
路
の

塩
も
な
か
等
）

◯
作
業
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
３
時
ま
で

※「
午
前
中
だ
け
働
き
た
い
」「
午
後

な
ら
で
き
そ
う
」
と
い
っ
た
ご
希

望
も
お
受
け
で
き
ま
す
。
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◯
そ
の
他

◦
休
み
▽
土
・
日
・
祝
祭
日

◦
福
利
厚
生
あ
り（
研
修
旅
行
等
）

◦
休
憩
▽
午
前
10
時
～
15
分
間

　
　
　
　

正
午
〜
１
時
間（
昼
食
）

◦
報
酬
▽
完
全
出
来
高
制

　
　
　
　
（
製
品
に
し
た
分
）

◯
連
絡
先　

大
鹿
村
授
産
所

　

３
９

－
２
２
１
１

　

３
９

－

２
３
６
６

　

担
当　

古
瀬

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

授
産
所
で
働
い
て
み
ま
せ
ん
か

人
権
擁
護
委
員
が
委
嘱
さ
れ

ま
し
た

　

7
月
1
日
付
け
で
、
法
務
大
臣
か

ら
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
『
中
村
政

子
さ
ん
』
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、担
当
地
区
は
大
鹿
村
で
す
。

　

な
お
、
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◯
人
権
擁
護
委
員
の
職
務

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
自
由
人
権
思

想
に
関
す
る
啓
発
宣
伝
を
す
る
こ

と
、
ま
た
、
民
間
に
お
け
る
人
権
擁

護
運
動
の
助
長
に
努
め
る
こ
と
、
人

権
侵
犯
事
件
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の

救
済
の
た
め
に
調
査
及
び
情
報
の
収

集
を
な
し
、法
務
省
人
権
擁
護
局（
長

野
県
の
場
合
は
長
野
地
方
法
務
局
）

へ
の
報
告
、
あ
る
い
は
関
係
機
関
に

対
し
て
告
発
・
勧
告
を
行
う
な
ど
適

切
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
を
職
務
と

す
る
。

　

さ
ら
に
、
貧
困
者
が
権
利
を
行
使

す
る
た
め
訴
訟
を
す
る
場
合
に
は
、

民
事
上
の
損
害
賠
償
・
刑
事
補
償
の

請
求
等
に
適
切
な
援
助
救
済
方
法
を

講
ず
る
こ
と
、
そ
の
他
広
く
人
権
の

擁
護
に
努
め
る
こ
と
を
も
っ
て
職
務

と
す
る
。（人

権
擁
護
委
員
法
第
11
条
）

営
農
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

お
知
ら
せ

　

営
農
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
営
農

に
関
す
る
相
談
・
技
術
指
導
等
を

行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用

下
さ
い
。

◯
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

　

営
農
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
【
役
場　

産
業
建
設
課
】

　

３
９

−

２
０
０
１
㈹

　

ま
で
お
電
話
下
さ
い
。

◯相談できる日（８月～９月）
月 火 水 木 金

8/14 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 9/1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15

相談可能時間：午前９時～午後３時まで
※相談可能日・時間は変更となる場合があります。

村税・料金 納付のお知らせ  毎月の料金 　◦保育料　◦介護保険料　◦住宅料　◦水道料
  　　　　　　◦後期高齢者医療保険料　◦その他利用料等　

課税月
税目（期） ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 備考

住民税普通徴収 １ ２ ３ ４ 年４回
固 定 資 産 税 １ ２ ３ ４ 年４回
軽 自 動 車 税 １ 年１回
国民健康保険税 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 毎　月

 ８ 月の口座振替  8月２５日（金）　 納付書納期限  8月３１日（木）
 ９ 月の口座振替  9月２5日（月）　 納付書納期限  10月２日（月）

★引き落とし日の前営業日までに口
座をご確認ください。

★納付書納付は、最寄りの金融機関
又は役場会計にてお願いします。

8月はここ!! 9月はここ!!

大
鹿
村
授
産
所
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大
河
原 
上
蔵
地
区　

故 

漆
原
幸

様（
長
男 

喜
彦
様
）よ
り
、
採
血
台

セ
ッ
ト
を
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

７
月
か
ら
大
鹿
村
診
療
所
に
て
、

大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病（
肥
満
症
・
高
血
圧

症
・
脂
質
異
常
症
・
糖
尿
病
な
ど
）

の
予
防
・
改
善
を
す
る
た
め
に
、
健

康
診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
年
に

１
回
は
健
康
診
断
を
受
け
て
、
自
分

　

大
人
に
な
る
と
、「
歯
」
の
健
康

に
は
関
心
が
薄
れ
て
い
き
ま
す
。
虫

歯
等
で
「
歯
」
が
痛
く
な
っ
て
よ
う

や
く
歯
医
者
さ
ん
へ
行
く
と
い
う
方

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

今
は
む
し
歯
だ
け
で
な
く
、「
歯

周
病
」
に
も
対
処
が
必
要
で
す
。

　

歯
周
病
の
方
は
、「
糖
尿
病
」
や

「
高
血
圧
症
」
等
の
生
活
習
慣
病
に

な
り
や
す
く
、
ま
た
、
重
篤
な
症
状

に
な
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

○
対
象
者　

20
歳
以
上
の
住
民

○
実
施
場
所

　

大
鹿
村
立
診
療
所　

歯
科

○
実
施
日

　

歯
科
診
療
日（
水
曜
日
・
金
曜
日
）

　

午
前
８
時
15
分
～
午
前
11
時

○
費
用　

１
、０
０
０
円

※
令
和
５
年
度
に
４０
・
４５
・
５０
・
５５

　

・
６０
・
６５
・
７０
歳
に
な
る
方
は
無

料
で
健
診
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健

福
祉
課
保
健
医
療
係
ま
で
お
申
込
み

　

不
動
産
評
価
等
に
関
す
る
無
料
相

談
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

◯
共
催　

一
般
社
団
法
人　

長
野
県

　

不
動
産
鑑
定
士
協
会

　

公
益
社
団
法
人　

日
本
不
動
産
鑑

　

定
士
協
会
連
合
会

◯
後
援　

長
野
県

◯
開
催
日
時
・
会
場

　

１０
月
５
日（
木
）

　

午
前
１０
時
～
午
後
４
時

　

飯
田
市
役
所
２
階

　

Ａ
２
０
３
・
２
０
４
会
議
室

◦
不
動
産
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
不
動
産
鑑
定
士
が
お
答
え
い

た
し
ま
す
。

※
予
約
不
要
で
す
。
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

◯
問
い
合
わ
せ
先

　

一
般
社
団
法
人

　

長
野
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

　

０
２
６

－

２
２
５

－

５
２
２
８

漆
原
様
よ
り
採
血
台
セ
ッ
ト

を
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た

ヘ
ル
ス
・
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・

特
定
健
診【
集
団
健
診
】を

実
施
し
ま
す

歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

不
動
産
鑑
定
士
無
料
相
談
会

の
ご
案
内

の
体
の
健
康
状
態
を
把
握
し
ま
し
ょ

う
。（
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。）

○
日
時

　
10
月
31
日（
火
）

（
午
前
10
時
～
午
後
２
時
30
分
予
定
）

○
場
所

　

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

　
（
診
療
所
２
階
）

○
検
査
項
目

◦
身
体
測
定
・
血
液
検
査
・

　

尿
検
査
・
心
電
図
・
眼
底
検
査

◦
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

　

大
腸
が
ん
検
診
・

　

前
立
腺
が
ん
検
診
・
肝
炎
検
査

※
肝
炎
検
査
は
、
今
ま
で
受
け
た
こ

と
の
な
い
40
歳
以
上
の
方
が
対
象
。

※
前
立
腺
が
ん
検
診
は
50
歳
以
上
の

男
性
が
対
象
。

　

誕
生
月
健
診（
診
療
所
）・
人
間

ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
、

し
ば
ら
く
健
康
診
断
を
受
け
て
い
な

い
方
、
今
ま
で
に
健
康
診
断
を
受
け

ら
れ
た
こ
と
の
な
い
方
も
、
こ
の
機

会
に
健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

年
度
当
初
に
申
込
さ
れ
た
方
に
は

受
診
票
を
10
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

新
た
に
申
し
込
ま
れ
る
方
は
９
月

13
日（
水
）ま
で
に
保
健
福
祉
課
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　

役
場　

保
健
福
祉
課

　

保
健
医
療
係

　

３
９

－

２
０
０
１
㈹

○
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　

役
場　

保
健
福
祉
課

　

保
健
医
療
係

　

４
８

－
５
７
０
１（
直
通
）
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体
力
テ
ス
ト
を

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
大
会

秋
季
大
会
を
開
催
し
ま
す
！

生
涯
学
習
推
進
者
実
践
講
座

の
紹
介

移
動
図
書
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

9
月
4
日（
月
）午
後
7
時
よ
り
大

鹿
小
学
校
体
育
館
で
体
力
テ
ス
ト
を

行
い
ま
す
。

　

年
齢
別
に
体
力
を
測
定
す
る
イ
ベ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。
測
定
の
内
容
と

し
て
は
、
握
力
、
上
体
起
こ
し
、
長

座
体
前
屈
、反
復
横
跳
び
、２0
ｍ
シ
ャ

ト
ル
ラ
ン
な
ど
行
い
、
年
齢
別
に
体

力
を
判
定
す
る
も
の
で
す
。
普
段
気

に
か
け
て
い
な
い
自
分
の
体
力
が
ど

の
く
ら
い
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
！！
参
加
で
き
る
方
は
、
8
月
２８
日

（
月
）ま
で
に
公
民
館
事
務
局（

３９

－

２
１
０
０
）ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

9
月
10
日（
日
）に
大
西
公
園
マ

レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
で
公
民
館
マ
レ
ッ

ト
ゴ
ル
フ
秋
季
大
会
を
開
催
し
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
落
ち

着
い
て
き
て
久
し
ぶ
り
の
開
催
と
な

り
ま
す
。
体
力
づ
く
り
や
自
治
会
内

の
交
流
を
図
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と

し
て
参
加
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　

分
館
長
さ
ん
に
募
集
を
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。
多
く
の
村
民
の
方
の

参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
参
加

希
望
の
方
は
、
自
治
会
の
分
館
長
さ

ん
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
い

内
容
は
同
報
無
線
や
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
で
も

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

長
野
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

で
年
間
を
通
じ
て
様
々
な
生
涯
学
習

推
進
者
実
践
講
座
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
9
月
の
下
旬
に
予
定
さ
れ
て

い
る
講
座
の
中
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行

う
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

︵
講
座
名
︶

「
高
校
生
の
望
ま
な
い
ド
ロ
ッ
プ

ア
ウ
ト
を
防
ぐ
た
め
に
」

Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
の
み

︵
日
　
時
︶

　

9
月
２1
日（
木
）

　

午
後
1
時
～
2
時
50
分（
予
定
）

︵
講
　
師
︶

　

弘
前
大
学

　

大
学
院　

教
育
学
研
究
科

　

准
教
授　

藤
江 

礼
子 

氏

︵
参
加
方
法
︶

Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
の
み（
申
込
は
公
民
館

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
村
で
は
、
長
野
県
生
涯
学
習
推
進

セ
ン
タ
ー
が
行
う
生
涯
学
習
に
係

る
研
修
講
座
を
受
け
ら
れ
た
方
で

報
告
書
を
ご
提
出
い
た
だ
い
た
場

合
に
奨
励
金
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
（
１
、０
０
０
円
）

　

村
で
は
、
以
前
よ
り
公
民
館
の
図

書
室
に
所
蔵
し
て
あ
る
図
書
の
貸
し

出
し
、
返
却
に
便
宜
を
図
る
目
的
で

移
動
図
書
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

毎
月
1
回
大
河
原
、
鹿
塩
両
地
区
を

日
替
わ
り
で
巡
回
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
交
通
手
段
を
持
た
な
い
高

齢
者
の
方
、
子
育
て
中
で
交
流
セ
ン

タ
ー
ま
で
来
る
こ
と
が
難
し
い
お
母

さ
ん
た
ち
が
本
を
借
り
ら
れ
る
よ
う

に
考
え
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

公
民
館
図
書
室
の
蔵
書
も
年
々
充

実
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
皆

さ
ん
が
公
民
館
図
書
を
ご
利
用
で
き

る
よ
う
に
事
前
に
申
し
込
み
を
い
た

だ
い
て
巡
回
コ
ー
ス
を
決
定
し
て
い

ま
す
。
自
宅
近
く
ま
た
は
勤
務
先
ま

で
巡
回
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
公
民
館
の
移
動
図
書
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。（
巡
回
日
は
事
前
に

同
報
無
線
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）
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法
務
省
と
日
本
公
証
連
合
会
で

は
、
毎
年
１０
月
１
日
か
ら
7
日
ま
で

の
１
週
間
を
「
公
証
週
間
」
と
定
め

て
、
皆
さ
ん
に
公
証
制
度
を
正
し
く

理
解
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ

の
制
度
の
御
利
用
を
呼
び
か
け
て
お

り
ま
す
。

　

公
証
制
度
は
、
私
た
ち
の
日
常
生

活
に
お
け
る
法
律
的
紛
争
を
未
然
に

防
止
し
、
法
律
上
の
権
利
や
義
務
を

明
確
に
し
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
証
書
の
作
成
等
の
方
法
に

よ
り
、
一
定
の
事
項
を
公
証
人
に
証

明
さ
せ
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
公
証
事
務
を
担
当
す
る
公
証

人
は
、
判
事
、
検
事
、
法
務
事
務
官

な
ど
を
長
く
務
め
た
法
律
実
務
の
経

験
豊
か
な
者
の
中
か
ら
法
務
大
臣
が

公
証
週
間
に
つ
い
て

任
命
し
た
法
律
の
専
門
家
で
す
。

　

次
の
よ
う
な
約
束
事
に
は
公
正
証

書
の
作
成
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◦
遺
言

◦
お
金
の
貸
し
借
り

◦
不
動
産
の
売
買
や
貸
し
借
り

◦
離
婚
に
伴
う
養
育
費
や
慰
謝
料
等

の
支
払

◦
任
意
後
見
契
約（
公
正
証
書
に
よ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。）

　

大
切
な
契
約
や
取
引
に
お
い
て
公

正
証
書
は
皆
さ
ん
の
権
利
を
正
し
く

確
実
に
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

最
寄
り
の
公
証
役
場
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

【
飯
田
公
証
役
場
】

　

公
証
人　

田
玉　

修
一

　

〒
３
９
５

－

０
０
３
３

　

飯
田
市
常
盤
町
３０
番
地

　

飯
伊
森
林
組
合
ビ
ル
２
階

　

０
２
６
５

－

２
３

－

６
５
０
２

【
伊
那
公
証
役
場
】

　

〒
３
９
６

－

０
０
２
３

　

伊
那
市
山
寺
２
９
８
番
地
１

　

福
祉
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
３
階

　

０
２
６
５

－

７
３

－

８
６
２
２

~

全
国
の
ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の

電
話
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す~

　

公
益
財
団
法
人　

人
権
教
育
啓
発

推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ア
イ
ヌ
の

方
々
の
悩
み
を
お
受
け
す
る
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

　

嫌
が
ら
せ
、差
別
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
な
ど
の
御
相
談
も
お
受
け
し
ま

す
。

　

お
気
軽
に
御
相
談
く
だ
さ
い
。

◦
相
談
は
無
料
で
す
。

◦
匿
名
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

◦
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◯
受
付

　

月
曜
日~

金
曜
日

（
※
祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月
３

日
を
隙
く
）

◯
時
間

　

午
前
９
時~

午
後
５
時

◯
相
談
専
用
電
話

ア
イ
ヌ
の
方
々
の
た
め
の

相
談
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０

－

７
７
１

－

２
０
８

※
来
訪
に
よ
る
御
相
談
も
お
受
け
し

ま
す
。

◯
日
時

　

９
月
２
日（
土
）

　

午
前
１０
時
～
午
後
９
時

◯
電
話
番
号

　

０
１
２
０

－

５
６
７

－

３
０
１

　
（
当
日
の
み
の
専
用
番
号
で
す
）

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

◯
相
談
例

◦
養
育
費
の
話
し
合
い
を
し
な
い
ま

ま
離
婚
し
た
け
ど
、
今
か
ら
払
っ

ア
イ
ヌ
の
方
々
か
ら
の

様
々
な
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
電
話
相
談

「
全
国
一
斉 
子
ど
も
の
た
め
の

養
育
費
相
談
会
」

　

月
曜
日~

金
曜
日

　

午
後
１
時~

午
後
５
時（
要
予
約
）

◯
問
い
合
わ
せ
先

　

公
益
財
団
法
人

　

人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　

〒
１
０
５

－

０
０
１
２

　

東
京
都
港
区
芝
大
門
２

－

１０

－

１２ 

　

Ｋ
Ｄ
Ｘ
芝
大
門
ビ
ル
４
階

　

０
３

－

５
７
７
７

－

１
８
０
３

　

http://w
w

w
.jinken.or.jp/

◆
本
相
談
事
業
は
、（
公
財
）人
権
教

育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
が
、
厚
生

労
働
省
生
活
相
談
充
実
事
業
に
よ

り
実
施
す
る
も
の
で
す
。

て
も
ら
え
る
の
？

◦
今
ま
で
は
養
育
費
を
支
払
っ
て
く

れ
て
い
た
の
に
、
急
に
支
払
わ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
！

◦
養
育
費
を
減
額/

増
額
し
て
ほ
し

い
。etc

◯
問
い
合
わ
せ
先

　

長
野
県
司
法
書
士
会

　

０
２
６

－

２
３
２

－

７
４
９
２
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知っていますか？　建退共制度

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む
中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙または退職
金ポイントを積み立て、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を
支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。電子申請方式の活用で、手続きが便利に
なっております。

★特長
　◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。
　◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
　◎掛金の一部を国が助成します。
　◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全

額非課税となります。
　◎掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。
　◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

☆電子申請方式で共済証紙にかかる事務負担が軽減します。
　・金融機関での共済証紙の購入が不要となり、社内のPCで退職金ポイントを購入できます。
　・共済証紙の共済手帳への貼付・消印や下請への交付・確認が不要となり、購入した退職金

ポイントから自社や下請の被共済者に掛金として充当されます。
　・退職金ポイント購入額や掛金充当額等がサイト上で自動管理されるので、残高管理の負担

が軽減します。
　・電子申請方式で発行する掛金収納書等は、公共工事における工事関係書類の電子化に対応

しています。

★建退共から事業主の皆様へのお願い
　・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付して下さい。
　　電子申請方式の場合は、労働者の就労日数に応じて退職金ポイントを適正に充当して下さ

い。
　・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れず

に退職金を請求するよう指導して下さい。

　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、
Q&Aなど建退共制度の知りたい情報が記載され
ています。

　※地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、
各種手続の特例措置を実施しております。

　※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問い合わせ
下さい。

　　 026−228−7200

建退共
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大鹿村中央構造線博物館たより
171号

２０２3年８月発行
ＴＥＬ：（０２６５）３９−２２０５

ｓｔａｆｆ６９＠ｍｔｌ－ｍｕｓｅ．ｃｏｍ

「避難指示」発令！どうする？
　今年6月2日から3日朝方にかけての大雨では、大鹿村では、全世帯対象に「避難指示」が
発令され、驚かれた方も少なくなかったように思います。これは、令和3年5月の災害対策基
本法改正に伴い、警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示 (緊急)」が「避難指示」に一本
化され、以前の「避難勧告」のタイミングで「避難指示」が発令されるようになったことに起
因します（図1）。

　図1にあるような警戒レベルや避難情報は、気象庁の防災気象情報を元に発令されます。気
象庁では、災害に結びつくような激しい現象が予想される数日前から、早期注意情報（警報級
の可能性）を発表し、その後の危険度の高まりに応じて注意報、警報、特別警報を段階的に発
表しています。これら気象庁の情報と、警戒レベル、市町村が発令する避難情報の対応関係は、
図2にまとめられています。

※内閣府ホームーページ
https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_
guideline/img/poster1_multi.jpg より引用

※実物はカラーで、警戒レベルごとに色分けされている。
　1:白　2:黄　3:赤　4:紫　5:黒

５

４

３
２
１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

避難準備・
高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）
・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報等

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

ひ な ん し じ

き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

災害の
おそれ高い
災害の
おそれ高い

災害発生
又は切迫
災害発生
又は切迫

災害の
おそれあり
災害の
おそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ
今後気象状況
悪化のおそれ

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　 タイミングです。

図1　新たな避難情報に関するポスター・チラシ 表面中央部の図
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※気象庁ホームページ
　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html より引用
※実物はカラーで、警戒レベルごとに色分けされている。
　1：白　2：黄　３：赤　4：紫　5：黒

　さて、「避難指示」が出たらどうしたら良いでしょうか？かつては、避難行動として、自宅
から離れて安全な場所へ立ち退くことが求められていましたが、自宅が安全であれば、自宅内
に留まる、自宅内のより安全な場所に留まることも避難とされることになりました。しかし、
大鹿村では、ハザードマップ上で、土砂災害警戒区域内の家が数多くあり、自宅に留まるのが
安全とは言えないことが少なくありません。かといって、立退き避難をするためには、増水し
た沢や急傾斜地を通らなくてはいけないこともあるため、雨が酷くなる前に、避難しておく必
要があります。また、主な公設避難所は、大きな河川の近くに立地しているため、氾濫の危険
がないか等、確認する必要があります。このように、大鹿村では、どのような避難行動が適当
か、大変悩ましい状態です。普段から、どのタイミングでどのような避難行動をとるのが最善
か、一人一人が考えておき、いざというときに自発的に行動に移していくことが求められるよ
うに思います。（宮崎）

（　　　　　　）ひとり300円/
月額

〔主なサービス内容〕

事業主負担の場合、税法上、
損金等として処理できます

●慶弔給付：結婚・出生・小中学校入学祝金、見舞金等
●健康増進：人間ドック等受診料、
　　　　　　インフルエンザ予防接種助成金等
●自己啓発：各種講座受講料、資格取得受験料助成金等
●余暇活動：スポーツ観戦助成金等
●そ の 他：チケット・各種カード特別価格斡旋
　　　　　　指定割引店舗・施設利用の優待特典

一般財団法人
検索飯田勤労者共済会ＴＥＬ.0265-52-6566

FAX.0265-52-0155

〒395-0024 飯田市東栄町3108番地1
飯田市勤労者福祉センター1階
ホームページ https://iida-kyosai.zenpuku.or.jp/
E-mail:i-kinkyo@mis.janis.or.jp

飯田・下伊那地域の事業主さん
共済会に加入しませんか！

飯田・下伊那地域の事業主さん
共済会に加入しませんか！

飯田・下伊那地域の事業主さん
共済会に加入しませんか！

毎日を健康で楽しく働くための
お手伝いをします‼

新規加入事業所には「入会お礼クオカード（3,000円～10,000円）」を進呈!!新規加入事業所には「入会お礼クオカード（3,000円～10,000円）」を進呈!!

1,500事業所
14,000人余に入会
頂いています

会 費

図2　段階的に発表される防災気象情報と対応する行動


